
自然豊かな海と森の整備対策事業自然豊かな海と森の整備対策事業
－白砂青松の創出－

　海岸に白い砂と青い松の続く「白砂青松」は、日本の歴史と風土に培われてきた美し
い国土を代表するもので、次世代へ継承すべき貴重な財産です。
　平成１１年５月に一部改正された海岸法は、従来からの目的である「海岸の防護」に
「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適切な利用」を新たに加えたところであり、
白砂青松で代表される自然豊かな利用しやすい海岸づくりを推進する観点から、平成
１２年度から海岸事業と林野庁所管の治山事業が連携して事業を推進します。

■
事
業
目
的
■

　海岸侵食等により白砂青松が失われつつある海岸において、海岸事業による緩傾斜
護岸、人工リーフ、養浜工等の海岸環境に配慮した対策及び治山事業による飛砂、潮
風等の防止のため整備を連携して実施し、コスト縮減を含む効率的な施設計画、区域
及び財産の帰属等を合理的に調整することにより、効率的・効果的な事業実施を図り、
自然豊かな海岸環境を創出するとともに、適切な維持管理を行います。
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